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別記様式第 1（第 11 条関係） 

地域貢献対照表 

令和 5 年 5 月 11 日 

名古屋市長 

富山県射水市流通センター水戸田三丁目4番地 

アルビス株式会社 

代表取締役 池田 和男 

名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例運用要綱第11条    の規定に基づき、下記の

とおり報告します。                           

記 

1  大規模小売店舗の名称 

アルビス北区金田店 

2  大規模小売店舗の所在地 

名古屋市北区金田町2丁目15番2 

3  対照表 

別紙のとおり 

第 1 項 

第 2 項 
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（別紙）対照表 

分野 項目 細目 活動内容 

地域の

期待 

計画

１

地
域
づ
く
り

①町の美化 

地域の清掃活動の実施 ・敷地周辺の清掃への協力  〇 

違反広告物をなくす運動へ

の参加・協力 

・店舗敷地への違反広告物掲出の点検 

 〇 

②交通安全 

交通安全の普及・啓発 ・交通安全ﾎﾟｽﾀｰ等の店内掲示  〇 

事故防止 ・交通誘導員の適宜配置 〇 〇 

③地域の祭り・

ｽﾎﾟｰﾂ・文化活

動 

地域の祭り、伝統行事、文

化活動、地域ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会

等への参加・協力 

・地域の祭り等への協力 

〇 〇 

④地域商業関

係団体等との

連携 

地域商業関係団体等への加

入・協力 

・名古屋市商店街振興組合連合会への加入 

〇 〇 

⑥地元産品の

積極的なPRと

販売促進 

地産地消の取り組みの推進 ・地元生鮮食品、加工食品の品揃えを行う 

 〇 

⑦その他 地域との対話・関わりづく

り 

・学区連絡協議会との定期的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

・金田町西自治会に加入 

〇 〇 
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分野 項目 細目 活動内容 

地域の

期待 

計画

２

防
犯

①生活安全 

街頭犯罪防止への取り組み ・街頭犯罪予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝへの協力（防犯ﾎﾟｽﾀｰ

の店内掲示） 

 〇 

②青少年健全

育成 

子ども見守り活動の実施 ・子ども110番の店への参加 〇 〇 

青少年の健全育成 ・深夜営業は行わない  〇 

③店舗敷地内

外における防

犯対策 

防犯対策の実施 ・見通しを確保した商品陳列 

・店内に防犯ｶﾒﾗを設置 

・駐輪場等を監視する防犯ｶﾒﾗを設置 

・営業時間外における駐車場出入口の施錠 

・機械警備を実施 

 〇 

④緊急通報体

制 

事件・事故発生時の緊急通

報体制の確立 

・緊急通報体制の確立 

 〇 

⑤その他 照明による犯罪抑制 ・適切な照明の設置  〇 

３

防
災

①災害への備

え 

発災への準備 ・避難訓練を実施  〇 

雨水流出抑制 ・法令に準拠した計画設計  〇 

②災害発生時

の活動 

自然災害発生時の救助・復

旧活動 

・災害時一時避難場所として駐車場を提供 

〇 〇 

③その他 防災への支援・協力 ・AED（自動体外式除細動器）の設置  〇 
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分野 項目 細目 活動内容 

地域の

期待

計画

４

自
然
環
境

①3Rの推進 

ﾘﾃﾞｭｰｽ（発生抑制） ・ﾚｼﾞ袋の有料化 

・ﾏｲﾊﾞｯｸﾞ持参運動の推進 

 〇 

ﾘｻｲｸﾙ（再生利用） ・資源回収ﾎﾞｯｸｽの設置 

・分別排出、分別収集、ﾘｻｲｸﾙの徹底 

・食品廃棄物の排出抑制 

 〇 

②省ｴﾈﾙｷﾞｰ対

策 

CO2の削減 ・消費電力の少ないLED照明器具の設置 

・電気使用量が確認できるﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置の

設置 

 〇 

⑤ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ・

地球温暖化対

策 

都市緑化への取り組み ・駐車場緑化の推進  〇 

低炭素都市への取り組み ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの呼びかけ 
 〇 

⑥その他 自然環境に関する取組み ・ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙの導入  〇 

５

健
康
・
福
祉
・
子
育
て

②障害者・高齢

者への配慮 

障害者への配慮 ・多目的ﾄｲﾚの設置 

・店舗入口付近へ多目的駐車場を設置する 

 〇 

高齢者への配慮 ・多目的ﾄｲﾚの設置 

・店舗入口付近へ多目的駐車場を設置する 

 〇 

③子育て・家庭

教育支援 

子どもの健やかな成長 ・地域の学校等からの就業体験の受け入れ 

 〇 

④子供・若者の

応援 

子ども・若者の応援 ・要請があれば、子ども食堂やﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸに協

力する 

〇 〇 

⑤ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞ

ｲﾝ・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの導入 ・子ども、子育て家庭や高齢者、障害者等に

優しい、誰もが利用しやすい店舗づくりへ

の配慮 

 〇 
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分野 項目 細目 活動内容 

地域の

期待

計画 

６

雇
用
・
労
働

①地域雇用 

就業機会の確保 ・ﾊﾟｰﾄ従業員の地域からの採用 

・障害者の雇用の促進等に関する法律の基準

を上回る積極的な雇用の促進 

・高齢者の就業機会の確保 

・正社員登用への配慮 

 〇 

③男女平等参

画 

男女平等参画の推進 ・結婚や出産による退職者の再雇用 

 〇 

７

撤
退
等

①店舗閉鎖時・

核ﾃﾅﾝﾄ撤退時

の対策 

早期の情報開示・提供 ・撤退やその後の対応策に関する早期の情報

開示 

 〇 

後継店の確保 ・失業者の発生や地域住民の買い物利便性低

下を極力抑えるための後継店の確保 

・撤退後も再利用可能な店舗建築設計、レイア

ウト、資材への配慮

 〇 

従業員の雇用の確保 ・従業員の配置転換や再就職支援等による雇

用の確保 

 〇 

店舗閉鎖に伴う環境悪化の

防止 

・適切な建物管理による店舗閉鎖に伴う周辺

環境悪化の防止 

 〇 

８

そ
の
他

①その他地域

貢献への取り

組み 

周辺の街並みづくり・魅力

発信 

・東側・西側敷地境界に歩行者通路を設置 

〇 〇 


